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桐生市人事行政の運営等の状況（令和５年度） 

1 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１）採用試験の状況                       （令和４年度実施） 

試験区分 申込者数 受験者数 合格者 5年 4月 1日採用者数 

上級行政 174人 142人 16 人 13 人 

保健師 17 人 12 人 2 人 2 人 

社会福祉 13 人 12 人 0 人 0 人 

上級土木 6 人 4 人 0 人 0 人 

上級建築 1 人 1 人 0 人 0 人 

上級電気 1 人 1 人 0 人 0 人 

上級機械 0 人 0 人 0 人 0 人 

上級化学 5 人 5 人 1 人 1 人 

初級事務 22 人 22 人 5 人 3 人 

初級土木 0 人 0 人 0 人 0 人 

初級建築 1 人 0 人 0 人 0 人 

初級電気 1 人 1 人 0 人 0 人 

街路樹・植栽管理 12 人 12 人 1 人 1 人 

動物飼育 11 人 10 人 3 人 3 人 

上級行政(障害者対象) 6 人 4 人 0 人 0 人 

初級事務(障害者対象) 5 人 5 人 0 人 0 人 

上級土木(2次募集) 2 人 2 人 0 人 0 人 

初級土木(2次募集) 1 人 1 人 0 人 0 人 

上級建築(2次募集) 

 

0 人 0 人 0 人 0 人 

初級建築(2次募集) 0 人 0 人 0 人 0 人 

上級消防 25 人 16 人 3 人 3 人 

初級消防 33 人 29 人 5 人 5 人 

経験者採用 26 人 26 人 9 人 6 人 

計 362人 305人 45 人 37 人 

  （注）商業高校教育職員などを除きます。 

    (*)街路樹・植栽管理について、令和 4年 10月 1日採用。 

(*)経験者採用については、うち令和 4年 11月 1日採用 1人、令和 5年 1月 1日採用 1 

人、令和 5年 2月 1日採用 1人、令和 5年 4月 1日採用 3人。 

 

（２）昇任の状況  （令和 5年 4月 1日現在） 

職 名 昇任者数 

部 長 5 人 

次 長 5 人 

課 長 11 人 

 課長補佐 15 人 
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係 長 16 人 

主 査 13 人 

主 任 37 人 

計 102 人 

（注）消防職員、幼稚園教育職員を除きます。 

 

（３）退職の状況     （令和４年度） 

退職種別 退職者数 

定年退職 26人 

自己都合 7人 

計 33人 

  （注）転出及び商業高校教育職員などを除きます。 

 

 

（４）年齢別職員構成の状況                  （令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 

20歳 

未満 

 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

以上 

 

計 

職員数(人) 10 56 93 96 103 128 110 110 152 102 86 2 1,048

￥ （参考） 

5年前(人) 
7 63 102 108 122 96 128 133 114 105 105 7 1,090 

 （注）職員数については、給与実態調査及び定員管理調査に基づいた数字です。 
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（５）一般行政職の級別職員数の状況               （令和 5年 4月 1日現在） 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

計 標準的な 

職務内容 

主事･ 

技師 

主事･ 

技師 

主査･ 

主任 

係長･ 

主査 

課長 

補佐 
課長 次長 部長 

職員数（人） 59 46 181 117 101 37 15 14 570 

構成比（％） 10.4 8.1 31.8 20.5 17.7 6.5 2.6 2.5 100.0 

参 

考 

１年前の 

構成比(%) 
9.7 11.3 28.2 21.3 17.6 6.3 3.2 2.3 100.0 

５年前の 

構成比(%) 
12.7  9.6  26.2  23.6  16.6  7.0  2.2  2.1  100.0 

  （注）職員数については、給与実態調査及び定員管理調査に基づいた数字です。 
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（６）部門別職員数の状況と主な増減理由 

（各年 4月 1日現在） 

区分 

部門 

職員数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

令和 5年 

NE年度 

令和 4年 

NE年度 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議会 

総務 

税務 

民生 

衛生 

労働 

農林水産 

商工 

土木 

11人 

191人 

44人 

103人 

74人 

1人 

21人 

24人 

104人 

11人 

187人 

45人 

102人 

75人 

2人 

21人 

23人 

101人 

 

4人 

△1人 

1人 

△1人 

△1人 

 

1人 

3人 

 

職員配置の見直し等に伴う増 

職員配置の見直しに伴う減 

職員配置の見直しに伴う増 

職員配置の見直しに伴う減 

職員配置の見直しに伴う減 

 

組織機構の見直しに伴う増 

組織機構の見直しに伴う増 

小計 573人 567人 6人  

特別 

行政 

部門 

教育 

消防 

171人 

213人 

173人 

212人 

△2人 

1人 

職員配置の見直しに伴う減 

職員配置の見直しに伴う増 

小計 384人 385人 △1人  

普通会計計 957人 952人 5人  

公営 

企業 

会計 

部門 

水道 

下水道 

その他 

30人 

18人 

43人 

30人 

18人 

45人 

 

 

△2人 

 

 

職員配置の見直しに伴う減 

 
小計 91人 93人 △2人  

合  計 1,048人 1,045人 3人  

（注）職員数は常勤の一般職です。（市長、副市長、教育長を除きます。） 

なお、給与実態調査及び定員管理調査に基づいた数字です。 
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（７）定員管理における部門別職員数の推移 

                                                               （各年 4月 1日現在） 

  （注）職員数は常勤の一般職です。（市長、副市長、教育長を除きます。） 

なお、給与実態調査及び定員管理調査に基づいた数字です。 

 

（８）再任用職員の在職状況         （令和 5年 4月 1日現在） 

一般行政 

部門 
教育部門 消防部門 

公営企業等 

会計部門 
合計 

30人 13人 7人 6人 56人 

 

（９）会計年度任用職員・非常勤職員・臨時的任用職員数の推移 

                                                             （各年 4月 1日現在） 

  （注）臨時的任用教職員は除きます。 

     令和元年は、4月末現在の人数です。 

    会計年度任用職員の報酬は以下のとおりです。（令和 5年 4月 1日現在） 

時給 922円～1,168円、月額 129,367円～182,012円 

区分 

部門 
元年 2年 3年 4年 5年 

一般行政 

部門 

職員数 564人 565人  564人 

 

567人 573人 

増 減  1人 △1人 3人 6人 

教育部門 
職員数 199人 181人 175人 173人 171人 

増 減  △18人 △6人 △2人 △2人 

消防部門 
職員数 217人 217人 212人 212人 213人 

増 減  ±0人 △5人 ±0人 1人 

公営企業等 

会計部門 

職員数 100人 94人 93人 93人 91人 

増 減  △6人 △1人 ±0人 △2人 

計 
職員数 1,080人 1,057人 1,044人 1,045人 1,048人 

増 減  △23人 △13人 1人 3人 

年度 

職種別 
元年 2年 3年 4年 5年 

会計年度任用職員 －   496人 533人 533人 536人 

非常勤職員 

職員数 

179人 0人 0人 0人 0人 

臨時的任用職員 300人 18人 16人 15人 18人 

総合計 479人 514人 549人 548人 554人 
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２ 職員の人事評価の状況 

                        （令和４年度） 

評価の期間 ４月１日から翌年３月 31日まで 

評価の方法 能力評価及び業績評価 
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３ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算見込額）                 （令和４年度） 

人口（令和 5年 

1月 1日現在） 

歳出額 

（Ａ） 
実質収支 

人件費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

3年度の人件費率 

人 

104,647 

千円 

49,211,880 

千円 

2,586,632 

千円 

8,888,594 

％ 

18.1 

％ 

18.7 

（注）○普通会計は一般会計に学校給食共同調理場特別会計を加えたものです。 

○人口は住民基本台帳人口です。 

    ○人件費は特別職に支給される給料・報酬を含みます。 

    ○実質収支は形式収支（歳入－歳出）から翌年度に繰り越すべき財源を除いたものです。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算見込額）           （令和４年度） 

職員数 

（Ａ） 

給    与    費 1人あたり 

の給与費 

（Ｂ／Ａ） 給 料 職員手当 期末勤勉手当 計（Ｂ） 

人 

957 

千円 

3,748,704 

千円 

688,428 

千円 

1,434,628 

千円 

5,871,760 

千円 

6,136 

 （注）○職員手当には退職手当を含みません。 

    ○職員数は令和 4年 4月 1日現在の常勤の一般職です。（市長、副市長、教育長を除き

ます。）なお、給与実態調査及び定員管理調査に基づいた数字です。 

        ○給与費は、再任用職員の給与費が含まれています。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在） 

 

（注）○ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100とした場合の地方公共団体の給 

与水準を示すものです。 

      ○「類似団体」とは、本市と人口規模、産業構造が類似している地方公共団体のことです。 
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（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （令和 4年 4月 1日現在） 

 ア 一般行政職                      

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

桐生市 42.4歳 326,200円 380,908円 359,755円 

群馬県 43.1歳 330,200円 408,999円 361,845円 

国 42.7歳 323,711円 － 405,049円 

類似団体 42.4歳 317,835円 392,990円 353,422円 

 

イ 技能労務職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

桐生市 46.1歳 306,500円 343,701円 320,055円 

 

うち清掃職員 48.8歳 333,600円 367,700円 348,929円 

うち用務員 54.0歳 349,000円 364,667円 359,067円 

うち自動車運転手 48.8歳 323,000円 363,640円 344,460円 

群馬県 55.0歳 352,600円 381,453円 371,755円 

国 51.1歳 286,570円 － 328,416円 

類似団体 53.3歳 315,377円 351,773円 330,662円 

 

ウ 消防職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

桐生市 37.2歳 309,843円 382,144円 339,609円 

類似団体 38.8歳 303,815円 383,021円 338,934円 

 

エ 高等学校教育職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

桐生市 41.4歳 378,973円 431,085円 

群馬県 45.9歳 382,300円 431,571円 

類似団体 41.8歳  376,364円 425,824円 

（注）給与月額とは、給料月額に扶養手当などの職員手当を加えたものです。 

    ただし、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には特殊勤務 

手当や時間外勤務手当が含まれていないため、国家公務員に合わせた場合の金額です。 
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（５）職員の初任給の状況                   （令和 5年 4月 1日現在） 

区  分 桐生市 群馬県 国 

一般行政職 
大学卒 185,200円 190,200円 185,200円 

高校卒 154,600円 157,900円 154,600円 

技能労務職 
高校卒 － 153,500円 151,900円 

中学卒 150,100円 － 143,800円 

消防職 
大学卒 212,000円 － － 

高校卒 181,100円 － － 

  

 

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況       （令和 5年 4月 1日現在） 

区   分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 
大学卒 255,500円 339,200円 364,200円 375,400円 

高校卒 217,800円 287,400円 339,200円 364,200円 

技能労務職 中学卒 210,800円 281,200円 312,700円 356,200円 

消防職 
大学卒 272,200円 351,900円 378,200円 389,200円 

高校卒 256,100円 326,700円 358,300円 381,000円 

 

 

（７）職員手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当                   （令和 5年 4月 1現在） 

桐生市 群馬県 国 

支給割合   期末手当    勤勉手当 

６月期  1.200月分   1.000月分 

１２月期  1.200月分   1.000月分 

2.400月分    2.000月分  

左記に同じ 左記に同じ 

加算措置の状況 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      5％ ～ 20％ 

・管理監督者加算   なし     

 

・役職加算 5％～20％ 

・管理監督者加算 

10％～25％ 

 

・役職加算5％～20％ 

・管理職加算 

10％～25％ 

１人あたりの平均支給額 

（令和 4年度）  1,353千円 
－ － 
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イ 退職手当                         （令和 5年 4月 1現在） 

桐  生  市 国 

支給率     自己都合      定 年 

勤続２０年  19.6695月分    24.586875月分 

勤続２５年  28.0395月分    33.27075月分 

勤続３５年  39.7575月分      47.709月分 

最高限度額   47.709月分      47.709月分 

左記に同じ 

１人あたりの平均支給額 

               自己都合等      定 年 

(令和 4年度)  5,677千円    22,300千円 

－ 

 

 

ウ 地域手当                            （令和４年度） 

区    分 全  職  種 

支給実績        7,358千円 

支給職員１人あたりの平均支給年額       118,671円 

 

                              （令和 5年 4月 1日現在） 

支給対象地域等 支給率 支給対象人数 国の制度（支給率） 

前橋市、太田市 3 ％ 1 人  3 ％ 

高崎市 6 ％ 0 人 6 ％ 

日立市 10 ％ 0 人 10 ％ 

さいたま市 15 ％ 1 人 15 ％  

特別区 20 ％ 1 人 20 ％  

高等学校教育職（群馬県に準ずる） 2.5 ％ 56 人 － 
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エ 特殊勤務手当                           （令和４年度） 

区    分 全  職  種 

支給実績        49,054千円 

支給職員１人あたりの平均支給年額        175,821円 

職員全体に占める手当支給職員の割合         26.6％ 

手当の種類（手当数）         11手当 

                              （令和 5年 4月 1日現在） 

手当の名称 支給対象 支給額 

斎場業務手当 死体処理作業に従事した職員 日額 2,500円 

防疫作業手当 

防疫作業に従事した職員 日額 500円 

新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康

を保護するために緊急に行われた措置に係る業務に従

事した職員 

日額 3,000円 

清掃業務手当 
ごみの収集、運搬又は埋立処分業務に従事した職員 日額 620円 

焼却業務に従事した職員 日額 620円 

福祉業務手当 
行旅病人の救護の作業に従事した職員 1件 1,500円 

行旅死亡人の収容の作業に従事した職員 1件 3,500円 

高所、深所作業手当 

地上 10m 以上 30m 未満の足場の不安定な箇所又は地下

4m以上の箇所で作業に従事した職員 
日額 200円 

地上 30m 以上の足場の不安定な箇所で作業に従事した

職員 
日額 280円 

高圧電気接近作業

手当 

高圧電気取扱作業又は高圧電気に近接した箇所で作業

に従事した職員 
日額 180円 

道路舗装作業手当 舗装原材料の加熱溶解又は散布作業に従事した職員 日額 200円 

動物飼育手当 動物の飼育に従事した職員 日額 250円 

下水道業務手当 

水処理施設、汚泥処理施設の著しく不快な作業に従事し

た職員 
日額 620円 

下水側溝しゅんせつ、汚物搬出又は管きょ内作業に従事

した職員 
日額 670円 

消防業務手当 

はしご消防自動車等で高所業

務に従事した職員 

10ｍ以上 30ｍ未満 日額 200円 

30ｍ以上 日額 280円 

救急業務に従事した職員 1回 200円 

救急救命士の資格を有し、その職務に従事した職員 日額 350円 

その他著しく危険、不快又は困難な消防業務に従事した

職員 
日額 200円 

災害出動手当 災害発生時に動員命令により現場業務に従事した職員 日額 500円 
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オ 時間外勤務手当                 （令和４年度） 

令和 4年度 
支給実績 169,930千円 

職員１人あたりの支給年額 233千円 

令和 3年度 
支給実績 163,760千円 

職員１人あたりの支給年額 228千円 

 

 

 

カ その他の手当                        

手当名 
内     容 

（令和 5年 4月 1現在） 

国の制度 
との異同 

支給実績 
（令和 4 年度） 

支給職員 1人 
あたりの 
支給年額 

（令和 4 年度） 

扶養手当 

○配偶者        月額   6,500円 

 （行８級職員等    月額  3,500円） 

○子 

１人につき      月額  10,000円 

○父母等        月額   6,500円 

（行８級職員等    月額  3,500円） 

○16歳から 22歳までの子(加算額) 

１人につき            月額   5,000円 

同 110,458千円 239,087円 

住居手当 
○月額 16,000円を超える家賃の支払者 

  家賃月額により 28,000円を限度に支給 
同 59,261千円  253,250円 

通勤手当 

○交通機関利用者 

  定期券、回数券など通勤に要する運賃相

当額を支給（1月あたり 55,000円を限度と

する） 

○交通用具使用者 

  使用距離により 31,600円を限度に支給 

同  47,400千円 54,797円 

 



 - 13 - 

（８）特別職の報酬等の状況 

ア 給料及び報酬の状況                  （令和 5年 4月 1日現在） 

区    分 月  額 期 末 手 当 

給  料 

市  長 894,000円 

6月期     2.175月分 

 

12月期         2.175月分 

 

 計          4.350月分 

副 市 長 758,000円 

教 育 長 652,000円 

報  酬 

議  長 498,000円 

副 議 長 449,000円 

議  員 432,000円 

 

 

 

イ 退職手当の状況                    （令和 5年 4月 1日現在） 

区    分 算  定  方  式 

退職手当 

市  長 給料月額 × 勤続月数 × 60/100 

給料月額 × 勤続月数 × 25/100 副 市 長 給料月額 × 勤続月数 × 35/100 

教 育 長 給料月額 × 勤続月数 × 25/100 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間（標準的なもの） 

１日の勤務時間 午前 8時 30分から午後 5時 15分までの 7時間 45分 

１週間の勤務時間 38時間 45分 

休憩時間 正午から午後 1時までの 1時間 

 

 

（２）休暇等の種類 

 種 類 説          明 

年次有給休暇 
職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的と

する休暇。 

病気休暇 

負傷又は疾病のために現実に労働力の提供ができず、その勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合に、医師の証明などに基づいて

最小限度必要と認める期間、その治療に服させることを目的とする休

暇。 

特別休暇 

選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由によ

り、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務義務

を免除される休暇。 

介護休暇 

職員が、病気や老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父

母または子などの介護をするため、勤務しないことが相当であると認

められる場合に与えられる休暇。 

育児休業及び 

部分休業 

地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、職員が子を養育する

ため、その子が 3歳に達する日まで育児休業を取得することできる。 

部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、1日

2時間までを限度として休業が認められるもの。 

 

 

（３）年次有給休暇の取得状況    （令和 4年 1月 1日～令和 4年 12月 31日） 

対象職員数 総付与日数 総使用日数 1人平均使用日数 

998 人 38,286 日 11,462 日 11.5 日 

  （注）商業高校教育職員を除きます。 

 

 

（４）病気休暇の取得状況                   （令和４年度） 

 男 性 女 性 計 

人数 30 人 15  人 45 人 

延べ日数 1,083 日 881 日 1,964 日 

  （注）商業高校教育職員を除きます。 
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（５）介護休暇の取得状況                   （令和４年度） 

 男 性 女 性 計 

人数 0 人 1 人 1 人 

延べ日数 0 日  19 日 19 日 

  （注）商業高校教育職員を除きます。 
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５ 職員の休業に関する状況 

 

育児休業の取得状況                        （令和４年度） 

  男 性 女 性 計 

新たに取得した者 
人数  7 人  8 人 15 人 

延べ日数 93 日 1,304 日 1,397 日 

前年度から引き続いている者 
人数 1 人 15 人 16 人 

延べ日数 365 日 3,059 日 3,424 日 

計 
人数 8 人 23 人 31 人 

延べ日数 458 日 4,363 日 4,821 日 

  （注）商業高校教育職員を除きます。 

 

  部分休業の取得人数                （令和４年度） 

 男 性 女 性 計 

新たに取得した者  0 人 6 人 6 人 

前年度から引き続いている者  1 人  21 人 22 人 

計  1 人  27 人 28 人 

  （注）商業高校教育職員を除きます。 
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

（１）分限処分の状況 

   分限処分とは、公務能率の維持及びその適正な運営を確保する目的から、一定の事由があ

る場合に職員の意に反して行われる不利益処分であり、休職、降給、降任、免職の 4種類が

あります。 

 

処分事由別分限処分の状況 （令和４年度） 

休  職 4 人 

降  給 0 人 

降  任 0 人 

免  職 0 人 

計 4 人 

（注）商業高校教育職員を除きます。 

 

（２）懲戒処分の状況 

   懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合に、公務の規律と秩序を維

持する観点から、職員の道義的責任の追求を目的として行われる不利益処分であり、戒告、

減給、停職、免職の 4種類があります。 

 

処分事由別懲戒処分の状況 （令和４年度） 

戒  告 0 人 

減  給 0 人 

停  職 0 人 

免  職 0 人 

計 0 人 
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７ 職員の服務の状況 

 

（１）公務員の服務規律の概要 

  地方公務員法第 30条で「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とし、この基

本原則を実現するために種々の義務を課しており、「職務上の義務」と「身分上の義務」に分

類されます。 

職務上の義務 

・法令及び上司の職務上の命令に従う義務 

・職務に専念する義務 

・争議行為の禁止 

身分上の義務 

・信用失墜行為の禁止 

・秘密を守る義務 

・政治的行為の制限 

・営利企業等の従事制限 

 

（２）服務規律の確保のために取った措置の概要 

   令和 4 年 4 月 28 日付で「大型連休中における綱紀の保持について」、令和 4 年 6 月 20

日付で「選挙における職員の服務規律の確保について」、令和 4年 12月 16日付で「年末年

始における綱紀の保持について」の通知を発し、服務規律の確保のための措置を行いました。 

   職員の不祥事再発防止に向けて取り組むため、桐生市職員不祥事再発防止対策委員会を 2

回開催しました。 

 

（３）職務専念義務免除の状況     

   地方公務員法第 35 条では、職員の職務に専念する義務について定められていますが、法

律又は条例に特別の定めがある場合に限り、これを免除することができます。本市の条例で

は、研修を受ける場合、健康診断等を受ける場合、任命権者が特に定める場合には、職務専

念義務を免除できる旨定められています。 

 

（４）営利企業等の従事の状況   

   地方公務員法第 38 条では、職員の営利企業等の従事制限について定められていますが、

公務に影響を及ぼさないと認められるものに限り、例外的に、任命権者の許可を得て営利企

業等に従事することができます。  

（令和４年度） 

申請件数 4 件  

承認件数 4 件  

（注）商業高校教育職員は除きます。 
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８ 職員の退職管理の状況 

   地方公務員法第 38 条では、退職管理の適正を確保するための措置として、再就職者によ

る働きかけ規制等の措置が講じられています。桐生市においても、「職員の退職管理に関す

る条例」を制定しています。課長以上で退職した職員が退職後２年間に再就職した場合には

任命権者への再就職先情報の届出を義務付けています 

   

令和４年度退職者（課長職以上） 

再任用職員 10 人  

社会福祉法人 1 人 

その他民間等 1 人 
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９ 職員の研修の状況 

（１） 令和４年度研修実施状況（商業高校教育職員は除きます。） 

ア 職場内研修（ＯＪＴ支援） 

研   修   名 対  象  者 人数 期日・期間 日数等 

新採用職員育成ノート 
運用説明会 

新採用職員配属先職員（係長職） 22人 4/5  1.5H 

新採用職員育成ノート 新採用職員 24人 4 月～3月  

先輩職員育成研修 
新採用職員配属先職員(育成担
当者) 

20人 4/15 4H 

計 66人  

 

イ 階層別研修 

研   修   名 対  象  者 人数 期日・期間 日数等 

新採用職員 新採用職員 24人 

4/4･5･6･7･8 
5/25･26 
6/29･30 
※7/28･29中止 
9/29･30 
10/27･28 

 13日 

新採用職員フォロー研

修 
新採用職員 24人 3/30 3H 

初級職員(第 1部)研修 
入庁 3～4年目の 

職員 
24人 

①6/15 
②6/17 

①7H 

②4H 

法制執務研修 
入庁 5～7年目の 

職員 
34人 10/13･14 14H 

初級職員(第 2部)研修 
平成 25～28 年度初級･保育士採

用職員等 
18人 

①11/10 
②11/11 
③11/22 
④12/2 

①5.5H

②5.5H

③5.5H

④5.5H 

主任職員(第 1部)研修 主任昇任職員 30人 
①6/10 
②6/28 

①7H 

②3.5H 

主任職員(第 2部)研修・

政策法務研修 

主任昇任後 4～5年目職員  

平成 19･21･22年上級採用職員、

平成 16～19 年保育士等採用職

員、平成 14･16･17年初級採用職

員 

72 人 

①11/1･2 

②11/8･9 

※①② 

いずれかを

受講 

14H 

主査職員(第 1部)研修 主査昇任職員 23 人 6/6･7 14H 

係長職員研修 係長昇任職員 24 人 
①4/22 

②10/6･7 

①6.5H 

②14H 

課長補佐職員研修 令和 4年度課長補佐昇任職員 30 人 5/11 6.5H 

課長職員(第 1部)研修 課長昇任職員 16 人 
①4/26 

②7/22 

①3H 

②4H 
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③1/20 ③7H 

課長職員(第 2部)研修 課長昇任 2年目職員 11 人 4/19 7H 

計 330人  

 

ウ 特別研修   

研   修   名 対  象  者 人数 期    間 日数等 

人事評価研修 

＜評価者＞ 

（オンライン） 

所属推薦職員 23人 5/17(午前) 3H 

人事評価研修 

＜被評価者＞ 

（オンライン） 

所属推薦職員 26人 5/17(午後) 3H 

共創による行政経営 

研修 
所属推薦職員 20人 12/8・9 14H 

セルフデザイン研修 40 歳前後の職員 18人 1/25 6H 

ハラスメント研修 所属推薦課長職員 16人 2/1 4H 

メンタルヘルス研修 

一般職コース 

「セルフケア」 

新採用職員 

 
38 人 2/16(午前) 2H 

メンタルヘルス研修 

管理職コース 

「ラインケア」 

係長昇任職員 

 
20 人 2/16(午後) 2H 

キャリアデザイン研修 30 歳前後の職員 18 人 2/22 3.5H 

公務員倫理研修 

 

①各職場からの推薦職員 

②全職員 

①11人 

② 1,504

人 

 

①7/20 

②2/21 

①2H 

②2H 

計 1,694人  

 

エ 派遣研修  

研   修   名 派遣者 人数 期    間 日数 

市町村職員中央研修所 

（市町村アカデミー） 
主事～課長補佐 6 人 

年間随時 

5 日～11 日間 
計 40 日 

全国建設研修センター 
主査（オンライン）  1 人 5/16～5/30  

主任 1 人 10/25～10/28 4 日 

群馬県市町村職員合同

研修（一部オンライン） 
公募職員 53 人 

年間随時 

1 日～2日間 

計 

16 日 

群馬県市長会職員研修 主事～主任 3 人 
10/4・5・21 

11/17・18 
5 日 
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東毛 4市合同研修 主任～主査 5 人 11/24・25 2 日 

オンライン研修 主任～主査 4 人 

6/9～6/10 

8/5 

11/7～11/8 

1/16～1/18 

計 8日 

研修指導者（講師）養

成講座 
主査  1 人 11/30～12/2 3 日 

ＰＰＰ入門講座 係長  1 人 4/27～6/3 6 日 

計 75 人  

※自治大学校への派遣は中止。 

 

オ 自己啓発  

研   修   名 対  象  者 受講者 期    間 

通信教育研修 公募職員 4 人 年間随時 

資格取得助成 公募職員 4 人 年間随時 

 

 

カ 先進都市行政視察研修 

視察内容 人数 期  間 派遣先 

令和５年度東京六大学野球オールスター

ゲーム開催に向けて令和４年度開催地大

会関係者への情報収集及びスタジアムで

の大会の視察 

2 人 8/26～8/28 愛媛県松山市 

令和５年度東京六大学野球オールスター

ゲーム開催に向けて令和４年度開催地大

会関係者への情報収集及び大会全体を盛

り上げる公民連携事業の調査 

2 人 8/26～8/28 愛媛県松山市 

リノベーションまちづくりを推進する先

進事例研究 
2 人 12/22 

岩手県花巻市 

   柴波郡柴波町 

ごみ処理施設における汚泥等の混焼処理

の先進事例研究 
2 人 3/6～3/7 石川県金沢市 

計 8 人  

 

 令和４年度職員研修 修了者数 2,181人 
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）職員の福祉の状況 

ア 公務災害等補償の状況 

   公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補償

及び必要な福祉事業を行い、地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を目的と

するものです。            

        職員及び常勤的非常勤職員については地方公務員災害補償基金において、非常勤職員につ

いては桐生市条例及び労働者災害補償保険法に基づき認定及び補償を行っています。 

（令和４年度） 

公務災害  10 件 

うち通勤災害  0 件 

   

イ 職員の健康保持増進対策 

   ① 健康診断    

 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しています。 

 

健診等の種類 対象者 内容等 

一般健康診断 特殊健康診断対象者以外の全職員 労働安全衛生法第６６条第 1項 

特殊健康診断 
主に現場作業に従事する職員、有害

業務に従事する職員 

労働安全衛生法第６６条第 1

項、第 2項、第 3項 

がん検診等 全職員（希望者） 
胃検診、大腸検診、婦人科検診

等 

    ※がん検診等は、群馬県市町村職員共済組合実施事業を取り入れているもの。 

 

   ② メンタルヘルス 

    （一社）日本産業カウンセラー協会、（公財）パブリックヘルスリサーチセンターと契

約し、健康上の不安や職場の人間関係など職員の悩みごとの相談、対応を行っています。 

 

ウ 安全衛生に関する状況 

    安全衛生管理体制の整備状況 

桐生市役所衛生委員会 
・総括安全衛生管理者以下 16人で組織する 

・開催回数 2回（R4.9.14、R5.2.14） 

、H26.2.12 ） 

職場巡視 ・市役所本庁舎構内、図書館、消防署（東分署） 
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エ 桐生市職員共済会の状況 

①  補助金、掛金の状況                     （令和４年度） 

項   目 金 額 等 備   考 

共済会に対する補助金額(A) 5,140,943円 
共済組合の長期給付掛金算定の基礎とな

っている給料月額×1.2/1000 

会員による掛金の額(B) 11,623,568円 給料月額×3.2/1000 

公費負担率 A／(A＋B) 30.6％  

会員一人あたりの補助金 

A／会員数 
5,120円 会員数 1,004人  (R5.3.31) 

 

② 事業概要 

（ア）給付事業 

結婚祝金、勤続祝金、傷病見舞金、休業見舞金、災害見舞金、退会給付金、 

死亡弔慰金、出産祝金、入学祝金、卒業祝金、親族弔慰金 

 

（イ）貸付事業 

短期貸付、中期貸付、長期貸付、修学貸付、一時貸付 

 

（ウ）保健衛生助成（市補助金事業） 

      人間ドック受診料助成 

 

（２）利益の保護の状況 

ア 勤務条件に関する措置の要求の状況 

   職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して、適当な措置が取られるよう公平委員

会に対し要求することができます。公平委員会は、この要求を審査、判定し、市に対して必

要な勧告を行うという制度です。この制度は、単に職員の不平不満の解決を図るというだけ

でなく、地方公務員に制約されている労働基本権の代償的機能を果たすものです。 

 勤務条件に関する措置の要求は、令和４年度はありませんでした。 

 

 

イ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

   職員は、懲戒処分など、その意に反して不利益な処分があった場合には、公平委員会に対

し不服申立てを行うことができます。不服申立てを受理した公平委員会は、これを審査し、

任命権者に対して必要な指示を行うという制度です。 

不利益処分に関する不服申立ては、令和４年度はありませんでした。 
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１１ その他市長が必要と認める事項 

 令和４年度 特になし 

 


